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町営住宅( 空家）入居者募集! !

町営住宅の空家募集を次のとおり行います。

○ 募集住宅
上城住宅　 簡 易耐 火 ２階 建　 １戸 程度
長 崎住宅　 簡 易耐 火 ２階 建　 １戸 程度

○ 受 付期 間
７月16日( 月) ～８月３日( 金)
午 前８時30 分～ 午後 ５時15 分
ただし、土曜日・日曜日・祝日は除き ます。

・申込資格
・現 に同居し 、 また は同 居し よう と する

親族 のあ る方。
・ 法で 定め る収入 基 準に 該当し て い る方。

一 般世帯　　200, 000 円以 下
高 齢者 ・障 害者 世帯 等

268, 000 円以 下
・住宅 に困っ て いる 事が 明 らかな 方。

・受付・お問合せ先

役場建設課土木係( 37-  21 11) まで

委 員 会 紹 介

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会は、
固定資産課税台帳に登録され
た価格に関する不服を審査決
定するために、設置される機
関で、委員は本町の住民、及
び 町税の納税義務者、 又は、
固定資産の評価について学識
綛験を有する方の中から議会
の同意を得て、町長が選任す
ることとなっています。

本町の委員は、次の３名の
方です。

大 内 山 上　 松 尾 祥 之 さ ん

黄波戸　中野彰さん

北山　上野政昭さん
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付
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４
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４
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こ
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